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１．製品安全に関する建議の概要

『消費者基本計画』の消費者政策の重点として、消費者安全専門調査会では、
「消費者事故未然防止のための製品リコール案件等の注意喚起徹底策」につい
て検討し、製品の回収措置に関する情報や注意喚起の情報を的確かつ分かりや
すく消費者に伝える仕組みの構築、事故の未然防止のあり方について提言した。

提言１

各省庁を通じての
情報周知

提言２

地方自治体を通じ
ての情報周知

提言４

リコール情報サイ
トの充実による総
合窓口化の推進

提言５

製品安全に係る消
費者教育の充実

提言３

事業者等を通じて
の情報周知

各省庁

地方自治体

消費者

事業者等

消費者委員会（本委員会）にて８月までに建議フォローアップを行うこととする。
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２．食品リコールに関する消費者への情報開示状況

事業者
消費者

●消費者庁ＨＰ
リコール情報サイト

●厚労省ＨＰ
食品回収情報

● 国センＨＰ

● 民間のリコール情報サイト

● 東京都福祉保健局

新聞社告
自社ホームページ
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● 食品産業センター
食品事故情報告知ネット

リコール情報は、行政や都道府県保健局、業界団体など様々なホームページに掲載されているが、
全ての案件（法令に基づく回収、自主回収）を体系的に整理されたページがあるかは不明である。

ＴＶニュース

マスメディア
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３．食品リコールの自主回収件数推移
①農林水産消費安全技術センター（FAMIC）のホームページにおいても、食品リコールの情報を

確認できる。表示不適切から異物混入等、様々な理由で回収されている。
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出典元：
農林水産消費安全技術センター
（FAMIC）

食品偽装事件
等により増加

「成分規格・使用基準不適
合」の中には、平成23年3月
11 日に発生した東日本大震

災に伴う福島第一原子力発
電所の事故で放出された放
射性セシウムの暫定規制値
の超過等による自主回収が
152件含まれ、特に畜産物

や茶などの品目が目立って
いる。

※件数のカウント方法は参考資料２参照
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３．食品リコールの自主回収件数推移

出典元：（財）食品産業センター 食品事故情報告知ネット
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②（財）食品産業センターの食品事故情報告知ネットも同様、回収情報を確認できる。
前述の件数とは異なっており、また、「リコール実施の理由」の分類の方法も出典元により異なる。
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４．法令に基づく回収件数推移

出典元：厚生労働省ホームページ
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【 輸入食品の回収事例 】

輸入食品において食品衛生法違反での回収事例・件数は、厚労省のホームページで把握できる。

しかし、厚労省や都道府県等が公表した食品衛生法違反食品等の回収情報は、各都道府県ホー
ムページにリンクしており、全体を把握することは難しい。

東京都ホームページ



消費者委員会事務局

５．今後の進め方（案）

■テーマ：

■目 的：

「消費者事故未然防止のための製品リコール案件等の注意喚起徹底策」に

ついては、消費生活用製品が中心の審議であり、食品や自動車、市販医薬品

などの検討が今後の課題であった。

今回は、その課題のうち、食品について行政、事業者及び消費者団体等から広く

ヒアリングし、その現状を把握したうえで、課題を整理する。

■ヒアリング項目：

①食品リコールは、どういう基準・判断で行われているか。

②食品の特性に応じた製造事業者の食品リコールへの取組みと、その課題。

③食品の特性に応じた流通事業者の食品リコールへの取組みと、その課題。

④食品の特性に応じた消費者への情報周知は、どうあるべきか。
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食品リコールの現状を把握して整理
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■スケジュール

開催日 議事

第２２回 平成25年5月13日
15:30～18:00

①事務局から概要説明
②消費者庁 食品表示課並びに、厚生労働省による

食品リコールに関するしくみ説明
③東京都福祉保健局食品監視課への現状ヒアリング

第２３回 ６月

第２４回 ７月

第２５回 ８月

８月末：本委員会で報告予定

ヒアリング対象予定
・地方公共団体
・流通事業者
・食品業界団体
・消費者団体

などに対し現状をヒアリング

５．今後の進め方（案）
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月１回程度
のペースで
開催
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●臨時委員（２名）

①戸部依子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

消費生活研究所 所長

②澁谷いづみ 愛知県豊川保健所長

６．調査審議メンバー
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●消費者安全専門調査会委員
座 長 松岡 猛 宇都宮大学大学院工学研究科機械知能工学専攻客員教授
座長代理 中川 丈久 神戸大学大学院法学研究科教授
専門委員 内堀 伸健 日本生活協同組合連合会執行役員品質保証本部長
専門委員 片山 登志子 特定非営利活動法人消費者ネット関西専務理事
専門委員 齋藤 憲道 同志社大学法学部教授
専門委員 佐野 真理子 主婦連合会事務局長
専門委員 佐竹 愛子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会

消費者相談室副室長
専門委員 田澤 とみ惠 公益社団法人全国消費生活相談員協会参与
専門委員 鶴岡 憲一 元読売新聞東京本社編集委員
専門委員 中嶋 洋介 一般社団法人品質と安全文化フォーラム代表理事
専門委員 中村 晶子 弁護士
専門委員 中村 均 ＴＯＴＯ株式会社顧問
専門委員 横矢 真理 特定非営利活動法人子どもの危険回避研究所所長

●消費者委員会担当委員
小幡 純子 上智大学法科大学院教授
夏目 智子 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長

消費者安全専門調査会委員に、食品関係の知見がある２名を臨時委員に加え調査会を進める。
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（参考資料）
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■ヒアリングのイメージ

法令（食衛法等）違反 有無

健
康
危
害
の
度
合
い

なし あり

低

高

法令違反有無軸と健康危害度合い軸で分類しグレーゾーンをヒアリングにより現状を把握

（参考）
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グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

Ａ：法令違反あり、健康危害高い。Ｃ：法令違反なし、健康危害高い。

Ｂ：法令違反あり、健康危害低い。Ｄ：法令違反なし、健康危害低い。

例：食中毒菌が発生した。

例：食衛法違反の物質（食品添加物・
残留農薬等）が基準以上検出された。

例：毛髪（軟質異物）が混入していた。

例：ごく微量のアレルギー物質が混入
（コンタミネーション）していた。

行政

流通事
業者

製造事
業者

消費
者
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■健康危害の程度について
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健
康
危
害
の
度
合
い

低

高

Ｃ

通常重篤な健康被害の発
生は考えられないもの

Ｂ

アレルギー物質を含む食
品の表示に関わるもの

Ａ

ただちに重篤な健康被害
を発生させる可能性のあ
るもの

●長野県ＷｅｂＳｉｔｅ信州
食品等の回収情報

●アメリカ農務省食品安全・ 検査部
Food Safety and Inspection Service

クラスⅢ

健康への悪影響を引き起こす恐れ
のない食品を摂取する状態

クラスⅡ

食品を摂取することによって、健康
への悪影響を及ぼす潜在的な因果
関係がある健康被害

クラスⅠ

死亡あるいは重篤な健康被害を引
き起こす食品を摂取することによっ
て、合理的な因果関係がある健康
被害

（参考）

クラス３

通常は、危害発生の可
能性がない場合

クラス２
事故が一時的または治癒可
能な健康危害の原因となる
可能性はあるが、重篤な健
康危害の恐れは無いとい考
えられる場合

クラス１

事故が重篤な健康危害
または死亡の原因とな
る恐れを有する場合

●（財）食品産業センター
食品企業の事故対応マニュアル作成
のための手引き


